
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 
   令和６年６月２６日 
 

 三木市議会議長 古田 寛明 様 

 
                民生産業常任委員長  松原 久美子 
 
                記 
 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

第４１号議案 
三木市手数料条例の一部を改正する条例の制

定について 
原 案 可 決 

第４４号議案 
兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に

ついて 
原 案 可 決 

第４６号議案 
令和６年度三木市一般会計補正予算（第１号）

中、関係部分 
原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

去る６月２０日に本委員会を開催し、議案を審査した結果、第４４号議案

は賛成多数で、第４１号議案及び第４６号議案は全員一致をもっていずれも

原案のとおり可決された。 

なお、審査の過程において委員から、新規就農者育成総合対策事業につい

て、農業改良普及センター及び各農協と連携して、新規就農者への指導及び

支援をされていますが、営農が安定するまで継続的に支援を行うなど、新規

就農者の定着に努められたい。 

また、集落営農活性化プロジェクトについては、市が事業実施主体となり、

集落営農組織に補助金を交付するものですが、集落営農組織がなく、個人で

営農されている場合でも、地域の実情に応じたきめ細やかな支援のあり方に

ついて検討されたいとの意見、要望があった。 


